
 

定例委員会会議録 

 

委員長    本 橋   正 壽 

 

委 員    岩 崎   典 子 

 

委 員    浅 沼   敏 幸 

 

            委 員    中 村   映 子 

 

 

 １ 日  時  令和４年１月 11 日（火） 午前 10 時 00 分 

 

 ２ 場  所  選挙管理委員会室 

 

３ 出 席 者  委員４名、事務局長、係長３名、書記２名 

 

 ４ 議  案 （１）在外選挙人名簿の登録について 

 

        （２）選挙人名簿登録者の抹消について 

 

        （３）令和４年４月 17 日執行練馬区長選挙・練馬区議会議員補欠選挙 

執行計画（案）について 

 

        （４）衆議院小選挙区の改定案作成方針等に係る意見について（回答） 

 

５ 報  告 （１）参議院議員選挙に係る公職の候補者等の政治活動用ポスター等の 

取扱いについて 

 

６ そ の 他 （１）日程について 

           

（２）その他 

 



 

 

午前 10 時 00 分、本橋委員長開会を宣す。  

【議案】 

（１）在外選挙人名簿の登録について  

選挙係長より、在外選挙人名簿に関して、出国時申請のあった７人を新たに登録す

るとの説明があり、可決された。総登録者数は 1,052 人。 

（質疑・応答） 

 特になし。 

（２）選挙人名簿登録者の抹消について  

選挙係長より、公職選挙法第 28 条の規定により、死亡・国籍喪失・失踪による

抹消者が 879 人、４か月経過者が 3,287 人、在外移転者が７人、誤載者が５人、

総計 4,178 人の抹消を行うとの説明があり、可決された。  

令和４年１月６日現在の選挙人名簿登録者数は 616,537 人。 

（質疑・応答） 

特になし。 

（３）令和４年４月 17 日執行練馬区長選挙・練馬区議会議員補欠選挙執行計画

（案）について 

 選挙係長および情報啓発係長より、任期満了による練馬区長選挙と２名の欠員

による練馬区議会議員補欠選挙の執行にあたり作成された執行計画（案）につい

て説明があった。 

（内容） 

１ 選挙期日の告示日および選挙期日  



 

 

２ 執行要領 

 選挙の名称、選挙長および同職務代理者、立候補届出受付等、氏名等掲示の掲

載順序を定めるくじ、選挙人名簿登録（選挙時登録）、候補者の選挙運動費用支出

制限額、表示物の色、ポスター掲示場、選挙公報の発行等、投票用紙、期日前投

票所および不在者投票の場所等、投票日時等、選挙会（開票）日時等、当選の告

知等 

３ 選挙時啓発事業 

 選挙管理委員会が行うもの（区報等、広告媒体、放送媒体、若年層啓発）、明る

い選挙推進協議会が行うもの（啓発資材配布）、選挙管理委員会が明るい選挙推進

協議会に依頼し協力いただくもの（ポスター掲示場の巡回点検、期日前投票所の

管理者・立会人） 

４ 主要事務日程表   

 以上、次回の委員会で練馬区の執行計画として決定する予定である。  

（質疑・応答） 

委 員：選挙公報の配布方法は各戸配布と補完措置として公共施設等に補完ボ

ックスを設置するとあるが、全ての区立施設に補完ボックスを設置するのか。 

事務局：児童館、保健所、福祉作業所、保育園を除いた区立施設に設置する。  

委 員：若年層啓発事業として、新有権者へ啓発ハガキを送付するとあるが、

新有権者が投票した場合には投票証明書等の発行を行うのか。  

事務局：初めて投票した方を対象にした配布物はないが、希望があった場合

は、投票済証を発行している。 



 

 

なお、前回の衆議院議員選挙において、高校生が主体となって行った選挙キャ

ンペーンの中で、投・票・済のステッカーの配布を行ったが、今回も若年層へ向

けた啓発活動を行う予定である。 

（４）衆議院小選挙区の改定案作成方針等に係る意見について（回答）  

 事務局長および庶務係長より、東京都から通知のあった衆議院小選挙区の改定

案作成方針等に係る意見照会について説明があり、回答案が可決された。 

（回答案） 

１ 練馬区の区域を３分割にしないこと。  

２ 練馬区の区域を分割する場合、少なくともひとつの選挙区は、練馬区のみの

選挙区を維持すること。  

３ 練馬区の区域を分割する場合の境界は、投票区単位とすること。  

（質疑・応答） 

 委 員：10 区の練馬区の割合が増える可能性があるのか。  

 事務局：現状の区割りが維持された場合は、その可能性がある。 

【報告】 

（１） 参議院議員選挙に係る公職の候補者等の政治活動用ポスター等の取扱いに  

ついて 

 選挙係長より、東京都選挙管理委員会事務局長から練馬区選挙管理委員会事務局

長宛に通知のあった、参議院議員選挙に係る公職の候補者等の政治活動用ポスター

等の取扱いについて説明があった。  

（内容） 



 

 

 令和４年７月 25 日に任期満了を迎える参議院議員において、任期満了日の６か

月前となる１月 25 日から選挙期日までの間、立候補予定者およびその後援団体の

政治活動用ポスターの掲示が禁止される。各政党、都議会各会派、警視庁に対して

依頼を行った。今後、警察署と連携を密にし、適切に対応して欲しい。  

（質疑・応答） 

特になし。 

【その他】 

（１）日程について 

今後のスケジュールについて、委員会日程予定表で確認した。 

次回は、１月 25 日（火）10 時 00 分から定例委員会を開催する。  

（２）その他 

 特になし。 

 

午前 11 時 10 分 本橋委員長閉会を宣す。  


